
「千葉県人事委員会における個人情報の保護に関する法律に 

基づく処分に係る審査基準」の概要 

 

 

 

１ 策定理由 

  「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」（令和３年  

法律第３７号）の制定により、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第  

５７号。以下「保護法」という。）が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度

も含め、全国的な共通ルールが保護法に一元化されました。（令和５年４月１日施行） 

開示・不開示の決定のほか、訂正請求及び利用停止請求に係る決定は「行政手続

法」（平成５年法律第８８号）に規定する申請に対する処分に該当するものである

ことから、知事において策定した「千葉県知事における個人情報の保護に関する 

法律に基づく処分に係る審査基準」と同様に「千葉県人事委員会における個人情報

の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」（以下「審査基準」という。）を

定めるものです。 

 

 

２ 審査基準概要 

  審査基準の構成は以下のとおりです。 

第１ 開示決定等の審査基準 

第２ 保有個人情報該当性に関する判断基準 

第３ 不開示情報該当性に関する判断基準 

第４ 部分開示に関する判断基準 

第５ 保有個人情報の存否に関する情報に関する判断基準 

第６ 訂正決定等の審査基準 

第７ 利用停止決定等の審査基準 

 

 

３ 施行期日 

  令和８年３月１６日 


